
　目は視覚の感覚器ですので、
通常は初期から症状が出ます。
充血、眼脂、かゆみがある時
は結膜炎、視力が徐々に低下
する場合は白内障、物がゆが
んで見え始めた時は加齢性黄
斑変性など多彩であり、余程
のことがない限り早期に眼科
を受診することができます。
　ところが、眼の病気の中に
は自覚症状が殆どないものも
あります。その代表が緑内障
です。
　緑内障と聞けば、充血、眼
痛と頭痛、吐き気を伴う急性
緑内障発作を思われる人も多

いようですが、このタイプの
緑内障はまれであり、自覚症
状に乏しい正常眼圧緑内障が
圧倒的に多いのが現状です。
　そもそも緑内障とは、眼圧
の上昇により神経が損傷され、
視野狭窄が発症する病気です。
不思議なことに、例えば眼底
出血などで視野の欠損が生じ
た場合は、暗点として自覚で
きるのに対して、緑内障によ
る視野狭窄は自覚することが
できないのです。
　視力は視野の中心部の機能
ですので、強度の視野狭窄に
なっても気が付かない場合も
あります。
　眼圧が正常域にある正常眼
圧緑内障という疾患の発症の
仕組みは未だに不明です。視
野の欠損を防ぐためには、眼
圧を下げることが必要であり、
眼圧下降剤の点眼を使用しま
す。残念ながら点眼薬では緑
内障発生の仕組みに対して治
療することができませんので、
眼圧をコントロールするため
に継続した点眼加療が必要で
時には手術も必要になります。

『本当に怖い眼の病気は自
覚症状が乏しいものです』

井之上眼科
井之上恵子 院長

西村　悟さん
（紫合・61 歳）

　

税
務
課
長
、
総
務
課
長
な

ど
町
職
員
と
し
て
約
30
年
、

ま
た
副
町
長
と
し
て
約
９
年

の
長
き
に
わ
た
っ
て
そ
の
職

務
を
全
う
し
、
厳
し
い
社
会

経
済
情
勢
の
中
で
、
町
の
健

全
な
財
政
運
営
や
公
平
で
透

明
な
入
札
制
度
の
確
立
に
積

極
的
に
取
り
組
む
な
ど
、
町

政
へ
の
信
頼
と
発
展
に
貢
献

さ
れ
た
功
績
が
認
め
ら
れ
た

も
の
で
す
。

肥爪　稔さん
（木津・85 歳）

　

長
年
に
わ
た
り
町
森
林
組

合
の
役
員
と
し
て
厳
し
い
経

営
環
境
の
中
で
、
地
域
資
源

を
有
効
活
用
し
た
原
木
し
い

た
け
の
生
産
振
興
や
里
山
林

の
利
用
促
進
な
ど
、
森
林
組

合
の
健
全
な
経
営
と
発
展
、

ま
た
地
域
林
業
の
振
興
や
し

い
た
け
栽
培
技
術
の
向
上
な

ど
に
貢
献
さ
れ
た
功
績
が
認

め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

安井一弘さん
（清水・55 歳）

　

町
商
工
会
の
役
員
と
し
て

厳
し
い
社
会
経
済
情
勢
の

中
、
商
工
会
の
あ
り
方
を
検

討
し
て
、
組
織
・
体
制
の
強

化
を
は
じ
め
財
政
基
盤
の
確

立
や
運
営
の
効
率
化
に
率
先

し
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、

地
域
資
源
を
活
用
し
た
特
産

品
の
研
究
開
発
に
努
め
る
な

ど
商
工
業
の
発
展
、
地
域
振

興
に
貢
献
さ
れ
た
功
績
が
認

め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

足立 美代子さん
（松尾台・56 歳）

　

長
年
に
わ
た
り
町
こ
こ
ろ

豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
運
動
推

進
協
議
会
の
役
員
と
し
て
、

地
域
づ
く
り
活
動
を
推
進

し
、
さ
ら
に
、
こ
こ
ろ
豊
か

な
美
し
い
阪
神
北
推
進
会
議

理
事
と
し
て
、
県
民
運
動
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
お
よ

び
「
参
画
と
協
働
」
の
社
会

づ
く
り
に
貢
献
さ
れ
た
功
績

が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

平成 23年度兵庫県功労者表彰を受賞 人
権
・
同
和
教
育
研
究
協
議
会
総
会
を
開
催

　

５
月
22
日
（
日
）
文
化
体
育

館 

小
ホ
ー
ル
に
お
い
て
総
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
本
年
度
も
、

あ
ら
ゆ
る
差
別
の
解
消
を
目
指

し
、
取
り
組
み
の
輪
が
広
が
る

よ
う
代
議
員
（
表
１
）
を
中
心

に
、
町
民
の
み
な
さ
ん
に
働
き

か
け
て
い
き
ま
す
。

２
０
１
１
年
度

人
権
教
育
セ
ミ
ナ
ー
（
前
期
）

を
開
催

　

人
と
し
て
の
本
当
の
優
し
い

生
き
方
を
見
つ
け
る
こ
と
、
人

権
教
育
と
の
確
か
な
出
会
い
と

深
ま
り
を
、
自
分
の
生
き
方
に

つ
な
い
で
い
く
こ
と
を
ね
ら
い

と
し
て
人
権
教
育
セ
ミ
ナ
ー
を

開
催
し
ま
す
。

▼
と
き
・
内
容　

表
２
の
と
お

り
、
い
ず
れ
も
金
曜
日
、
午
後

７
時
～
同
８
時
30
分

▼
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館

▼
受
講
料　

無
料

▼
そ
の
他　

当
日
参
加
も
可

表１　役員名簿
（順不同・敬称略）

役　　職 氏　　名
会　　長 大下　章

副 会 長
森本　龍生
伊藤　茂子
山内　美之

常任理事

東澤　薫
中井　重樹
中尾　篤司
山本　晴代
下方　奈々子
仲井　常雄
太田　はるよ
奥西　京子
西羅　彰夫
石上　勝久
佐々木　敬二
PTA連合会代表

会　　計 上田　和實

会計監査
上本　久代
桑江　朝武

顧　　問
小路　力子
井上　佐江子

表 2 人権教育セミナー（前期）
の日程
月　日 内　　　容

第1回 6月3日

【女性の人権】
長澤　みさ子さん（兵庫
県立男女共同参画セン
ター）

第2回 6月17日

【障がい者の人権】
政本　和子さん（NPO法
人文化・福祉・人権サポー
ト アエソン　

第3回 7月 1日
【人権のまちづくり】
奥西　義広さん（大島小
学校PTA）

第4回 7月15日
【子どもの人権】
山下　裕子さん（子ども
情報研究センター）

　問い合わせは、木津総合会館（☎
768―0217）へ。

教育委員会からのお知らせ
奨学生を募集

　審査のうえ奨学金を貸与します。
▶対象　経済的理由で就学が困難な高等学
校・高等専門学校・専修学校・短大・大学の
在学生で、保護者が町内に在住する人
▶申込先　日生・六瀬連絡所、学校教育課
に備え付けの申請書に提出書類を添え同課

私立幼稚園就園奨励費補助金の手続き
　経済的負担を軽減するため私立幼稚園就園
奨励費を補助します。なお、世帯の住民税課
税状況に応じて、補助金の額が異なります。
▶対象　町内在住で、私立幼稚園へ就園す
る園児（3 ～ 5 歳児）をもつ保護者
▶申込先　在園している各幼稚園

就学援助について
　審査のうえ給食費などを補助します。
▶対象　町内在住で、経済的に困窮する小・
中学校の児童・生徒をもつ保護者
▶申込先　通学する各学校
　各事業の申込期限はいずれも 6 月 30 日。
　 問 い 合 わ せ は、 学 校 教 育 課（ ☎ 766 －
6000）へ。

介
護
保
険
施
設
等
利
用
者

の
居
住
費
等
負
担
額
軽
減

制
度
の
利
用
を

　

介
護
保
険
施
設
利
用
者
の
居
住

費
お
よ
び
食
事
代
に
つ
い
て
は
、

保
険
給
付
の
対
象
で
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
施
設
が
定
め
る
こ
と
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
人
（
介
護
保
険
料
の
第
１

段
階
か
ら
第
３
段
階
の
人
）
に

は
、
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で

該
当
す
る
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
軽
減
は
申
請
の
あ
っ

た
月
か
ら
と
な
り
ま
す
。

社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
サ

ー
ビ
ス
利
用
料
の
軽
減
制

度
の
利
用
を

　

低
所
得
者
の
人
が
、
社
会
福
祉

法
人
（
町
内
で
は
町
社
会
福
祉
協

議
会
）
の
実
施
す
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
（
訪
問
介
護
・
通
所
介
護
・
短

期
入
所
・
介
護
老
人
福
祉
施
設
）

平成 22 年度情報公開制度などの運用状況を公表
◆情報公開条例に基づく運用状況◆

実施機関
情報の公開 不 服

申 し
立て

請求
件数

処理状況
公開 部分公開 その他 非公開

町　　長 3 1 2 0 0 0
議　　会 2 1 1 0 0 0

教育委員会 3 3 0 0 0 0
水道事業管理者 1 0 1 0 0 0

合　　計 9 5 4 0 0 0

を
利
用
さ
れ
る
場
合
、
次
の
す
べ

て
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
利

用
者
負
担
の
一
部
が
軽
減
さ
れ
ま

す
の
で
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
軽
減
の
要
件　

①
住
民
税
非

課
税
世
帯
に
属
し
、
年
間
収
入
が

単
身
世
帯
で
１
５
０
万
円
、
世
帯

員
が
１
人
増
え
る
ご
と
に
50
万
円

を
加
算
し
た
額
以
下
の
人

②
預
貯
金
等
の
額
が
単
身
世
帯

で
３
５
０
万
円
、
世
帯
員
が
１
人

増
え
る
ご
と
に
１
０
０
万
円
を
加

算
し
た
額
以
下
の
人

③
日
常
生
活
に
供
す
る
資
産
以

外
に
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い
こ

と④
住
民
税
が
課
税
と
な
っ
て
い

る
親
族
等
に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い

こ
と

⑤
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い

な
い
こ
と

　

各
制
度
の
問
い
合
わ
せ
に

つ
い
て
は
、
福
祉
課　
（
☎

７
６
６
・
８
７
０
１
）
へ
。

　

平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら
同
23

年
３
月
31
日
ま
で
の
、
情
報
公
開

制
度
と
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運

用
状
況
を
公
表
し
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
町
が
保
有
す
る

情
報
の
公
開
請
求
権
を
保
証
し
、

町
政
に
対
す
る
理
解
と
信
頼
を
深

め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
制

定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

な
お
、
個
人
情
報
保
護
条
例
に

基
づ
く
運
用
事
例
は
、
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
（
☎

７
６
６
・
８
７
０
８
）
へ
。

＜２＞広　報　い　な　が　わ 平成２３年（2011年）６月１日


